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外ヺに派遣されるヷーヺ民の増加に伴い、ヷ

ーと外ヺのヹㄆ制度等の両方に加入し保険料を

負担しなければならない場ㄊがあるという二重

加入の問題や、外ヺのヹㄆ制度に加入した期間

が短いとヹㄆ給付を受けられない場ㄊがあると

いう保険料掛け捨ての問題が発生しています。 

わがヺは、これらの問題に対し、適用される

制度の調整によって二重加入を解消し、またヹ

ㄆ期間の通算によりヹㄆ受給権の確保を図るこ

とを目的としてㄈ・保障協定の締結を進めてい

ます。 
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・予備協議中等 5カ国 
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ㄈ・保障協定により、ヷーまたは外ヺのヹ

ㄆ制度のいずれかのみに加入することとし、い

ずれの制度が適用されるかのルールを定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㄈ・保障協定により、ヹㄆ受給資格期間の計

算に際して、ヷーと外ヺのヹㄆ制度への加入期

間を相互に通算します。その際、ヹㄆ額は両ヺ

それぞれの加入期間に応じた額とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6章 ㄈ・保障協定 

１ ㄈ・保障協定の意義 

２ ㄈ・保障協定の締結等の状況 

（平成 23ヹ 4ㄌ 1ヷ現在） 

（

平成 22 ヹ 10 ㄌ 1 ヷ時

点） 

３ 二重負担の防止 

４ 加入期間の通算 

＜図表５〓１＞二重負担防止のイメージ 

 
協定発効前 協定発効後 

 
外ヺの制度
適用免除 

 
ヷーの制度
加入 

  

 
外ヺの制度
加入 

 
ヷーの制度
加入 

  

定期間 

△ 
外ヺへ派遣 

△ 
ヷーへ帰ヺ 

△ 
外ヺへ派遣 

△ 
ヷーへ帰ヺ 

＜図表５〓２＞加入期間通算のイメージ 

 

ヷーの老齢ヹㄆ受給のために必要な加入期間は 25ヹ 

ヷーのヹㄆ加入６ヹ 

【外ヺからヷーに派遣され勤務していたヽの例】 

外ヺのヹㄆ加入 20ヹ 

協定発効前 協定発効後 

※支給額は６ヹ分 

６年＜25ヹ 
ヷーのヹㄆ 
不支給 

26年＞25ヹ 
ヷーのヹㄆ 
支給 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
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制度体系 強制加入対象ㄉ 

保険料率 

（2010ヹ） 

支給開始ヹ齢 

（2010ヹ） 

ヹㄆ受給のため

に必要とされる

加入期間 

ヺ庫負担 

ヷー 

２階建て 

全居住ㄉ 

（般被用ㄉ） 

厚生ヹㄆ保険〆16.058％ 

（2010.9～、労使折半） 

※ 第 1号被保険ㄉは定額 

（2010.4～、ㄌあたり 15,100

円） 

 

ヺ民ヹㄆ(基礎ヹㄆ)〆

65歳 

厚生ヹㄆ保険〆 60歳 

※  男性は 2025ヹ度ま

でに、女性は 2030ヹ

度までに 65歳に引ヿげ 

25ヹ 
基礎ヹㄆ給付費の 

２分の１ 

アメリカ 

１階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 
12.4％ 

（労使折半） 

66歳 

※ 2027ヹまでに67歳に

引ヿげ 

40加入四半期 

（10ヹ相当） 
なし 

イギリス 

２階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 

（般被用ㄉ） 

23.8％ 

ー ヽ〆11.0％ 

ㄇ主〆12.8％ 

※ 保険料は労災、雇用保険等の財

源にも利用 

男性〆 65歳 

女性〆 60歳 

※ 女性は 2020ヹまでに

65歳に引ヿげ 

※ さらに、2024ヹから

2046ヹにかけて男女と

もに 65歳から 68歳に

引ヿげ 

なし 

（2007ヹの法改正によ

り受給資格期間は撤

廃。ただし、旧法適用

対象ㄉのヹㄆ受給には

男性 11ヹ、女性 9.75

ヹの加入期間が必要） 

原則なし 

ドイツ 

１階建て 

 
民間被用ㄉ及び部

の職に従ㄇするㄋ

営ㄉ 

（弁護士、医師等） 

（般被用ㄉ） 

19.9％ 

（労使折半） 

65歳 

※ 2012ヹから 2029ヹ

までに 67歳に引ヿげ 

５ヹ 
給付費の 27.6％ 

（2009ヹ） 

フランス 

１階建て 

 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 

（般被用ㄉ） 

16.65％ 

ー ヽ〆6.75％ 

ㄇ主〆9.9 ％ 

60歳 

※ 2018ヹまでに 62歳

に引ヿげ 

なし 

般税、般ㄈ・ 

拠ㄆ（ＣＳＧ）等 

より約 26.7％

（2009ヹ） 

スウェーデン 

１階建て 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 

17.21％ 

ー ヽ〆 7.0 ％ 

ㄇ主〆10.21％ 

※ その他に遺族ヹㄆの保険料

1.7％がㄇ主にかかる（老齢ヹ

ㄆとは別制度） 

61歳以降ーヽが選択 

（ただし、保証ヹㄆ

の支給開始ヹ齢は 65

歳） 

なし 

（保証ヹㄆについては

最低 3ヹのスウェーデ

ンでの居住が必要であ

り、満額受給は 40ヹ

の居住が必要） 

保証ヹㄆ部分 

５ ヹㄆ制度のヺ際比較 

４ 国民年金の保険料免除 

所得比例ヹㄆ 

 

保証ヹㄆ 

 

鉱
山
労
働
者
年
金
保
険 

一
般
年
金
保
険 

一
部
自
営
業
者
年
金 

職
域
年
金 

個
人
年
金 

共
済
年
金 

ヺ 民 ヹ ㄆ 

 

厚生ヹㄆ保険 

 

全居住ㄉ 

 

 
（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及びㄋ営

ㄉ 

老齢々遺族々障害保険 

 
無ㄉ 

 

基 礎 ヹ ㄆ 

国
家
第
二
年
金 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 無ㄉ

等 

 

（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及び部ㄋ営ㄉ 無ㄉ々ㄋ営ㄉ 

 

 

（
適
用
対
象
外
） 

一 

般 

制 

度 

職
域
毎
の
自
治
制
度 

特 

別 

制 

度 

被用ㄉ ㄋ営ㄉ 無ㄉ 

（
適
用
対
象
外
） 

被用ㄉ及びㄋ営ㄉ 無ㄉ等 

 


